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第259回 12月定例会

市会案 1件 も可決-

第259固定例市議会は12月刊日に開会され、会期を20日までの竹

田閤と定め、理事者から提出の議案13件と市会案?件を審議しまし

。
芝

初日には、前回より継続審査となっていましだ各会計の決算認定

を行い、その後、市長の所信表明、平成3年度補正予算案をはじめ

提出議案について提案理由の説明ガ行われまし定。

旬、 13日には一般質問ガ行われ、質問終結後、各議案ならびに請

願・陳情ガ所管の委員会に惜託されまし定。

最終日lこは、各議案の採決ガ行われ、いずれも原案のとおり可決

されまし定。

その後、理事者から追加提案されだ人事議案f件に同意しまし定。

引き続いて議員提案による「豪雪地帯対策特別措置法の改正に関

する意見書J を可決して閉会しまし定。

市民の皆さんから出されだ請願・陳情の結果は別掲のとおりです。

審 議 日 程

10日 本会議(会期の決定、決算

特別委員長報告、

議案上程、提案理

自の説明)

11日休会

12日 本会議(一般質問)

13日 本会議(一般質問、請願・

陳情上程、各案件

委員会付託)

14日休会

15日休会

16日 委員会(建設・産業経済)

17日 委員会(教育民生・総務)

18日 委員会 (総創丙院対策特別)

19日休会

20日 委員会(教育民生)

本会議(各委員長報告、質

疑 ・討論 ・採決、

追加議案 ・市会案

上程、採決)
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大
野
市
の
活
性
化
の

機
軸
は
何
か

問
市
長
は
再
選
後
一
年
半
経
過
し

た
が
、
大
野
市
活
性
化
の
機
軸
は
何

で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
展

望
像
を
描
い
て
い
る
の
か
。

答
活
性
化
の
道
は
大
き
く
分
け
て

民
聞
の
分
野
と
行
政
が
担
う
部
分
が

あ
り
、
こ
の
二
つ
が
総
合
的
に
作
用

し
あ
っ
て
こ
そ
効
果
が
生
じ
る
も
の

と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
機
軸
と
す
る
も
の
は
第

三
次
大
野
市
総
合
計
画
に
掲
げ
て
い

る
が
、
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

一
・
若
者
の
定
住
を
促
す
魅
力
あ
る

産
業
づ
く
り
、
都
市
基
盤
づ
く
り

二
・
快
適
な
生
活
が
で
き
る
環
境
の

整
備

三
・
自
然
と
塵
史
資
源
を
生
か
し
た

観
光
開
発

丹
羽
鉄
工
所
と
の

公
害
防
止
協
定
に
つ
い
て

問
丹
羽
鉄
工
所
と
企
業
立
地
協
定

お
よ
び
公
害
防
止
協
定
を
結
ぶ
た
め

市
の
統
一
的
モ
デ
ル
案
を
環
境
保
全

対
策
審
議
会
に
諮
問
し
答
申
を
受
け

た
と
聞
く
が
、
飲
料
水
を
地
下
水
に

依
存
し
て
い
る
市
民
の
不
安
解
消
の

た
め
に
も
、
そ
の
内
容
は
万
全
か
。

答
こ
の
公
害
防
止
協
定
案
は
庁
内

で
鋭
意
検
討
し
て
き
た
の
も
の
で
、

基
本
案
と
し
て
は
こ
の
程
度
が
妥
当

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

環
境
保
全
対
策
審
議
会
の
付
帯
事

項
を
順
守
し
、
今
後
、
個
々
の
協
定

に
つ
い
て
は
企
業
の
特
質
に
即
し
た

個
別
事
項
の
取
り
決
め
や
行
政
に
よ

る
監
視
体
制
の
強
化
充
実
、
協
定
の

確
実
な
実
行
の
保
障
に
誠
意
を
も
っ

て
取
り
組
ん
で
い
く
。

関市
係行
を政
懐古と
復?市
す民
るの
た信
め頼
に

問
現
在
、
市
行
政
と
市
民
の
関
係

は
最
悪
の
状
態
で
あ
る
。

行
政
と
市
民
が
心
か
ら
話
し
合
い

協
力
し
て
素
晴
ら
し
い
大
野
を
次
代

に
残
す
こ
と
に
取
り
組
む
べ
き
で
は

な
い
か
ロ

答
市
民
の
信
頼
恢
復
に
は
情
報
公

開
制
度
の
導
入
が
必
要
で
あ
り
、
そ

の
た
め
、
庁
内
に
情
報
公
開
研
究
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ

l
ム
を
設
置
し
、
そ

の
制
度
化
に
向
け
て
現
在
検
討
中
で

あ
る
。
ま
た
、
幅
広
く
市
民
の
意
見

を
得
る
た
め
各
種
審
議
機
構
の
見
直

し
を
行
う
と
と
も
に
、
活
性
化
を
促

す
よ
う
協
力
を
願
っ
て
い
く
。

職
員
の
専
門
性
の
向
上
に
つ
い
て

は
、
行
政
職
員
と
し
て
の
知
識
を
身

に
付
け
る
よ
う
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と

ら
え
て
研
修
に
参
加
さ
せ
て
い
く
。

六
呂
師
・
宝
慶
寺
地
域
の

リ
ゾ
ー
ト
開
発
に
つ
い
て

問
奥
越
高
原
リ
ゾ
ー
ト
構
想
は
、

平
成
二
年
五
月
に
承
認
を
受
け
て
以

来
、
市
街
地
を
除
い
て
、
六
呂
師
地

域
お
よ
び
宝
慶
寺
地
域
に
つ
い
て
は

何
一
つ
と
し
て
進
展
し
て
い
な
い
。

何
年
度
ま
で
に
、
実
施
・
完
成
を

考
え
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
構
想
内

容
や
計
画
に
変
更
や
見
直
し
が
あ
る

の
か
。

答
リ
ゾ
ー
ト
開
発
の
推
進
に
対
す

る
条
件
整
備
を
図
る
た
め
、
事
業
用

地
の
確
保
や
ア
ク
セ
ス
道
路
を
は
じ

め
給
配
水
施
設
等
の
整
備
な
ど
、
国

や
県
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
る
。

着
手
の
目
途
に
つ
い
て
は
、
折
衝

中
の
企
業
が
、
社
会
経
済
情
勢
等
を

理
由
に
同
じ
テ
ー
ブ
ル
に
着
い
て
い

な
い
の
で
、
見
通
し
が
立
っ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
。
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P
K
O
法
案
と
米
輸
入

自
由
化
反
対
に
つ
い
て

問
政
局
の
動
向
と
し
て
、

P
K
O

(
国
連
平
和
維
持
活
動
)
協
力
法
案

を
廃
案
と
す
る
重
要
性
と
、
ウ
ル
グ

ア
イ
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
に
際
し
米
の
市

場
開
放
、
輸
入
自
由
化
を
岨
止
す
る

こ
と
は
国
民
の
緊
急
課
題
と
思
う
が

市
長
の
考
え
は
ど
う
か
。

筈

P
K
O法
案
は
政
府
に
お
い
て

わ
が
国
の
国
際
貢
献
の
具
体
的
推
進

方
策
の

一
つ
と
し
て
提
案
し
て
い
る

( 3 ) 

も
の
で
、
国
の
所
管
で
あ
る
自
衛
隊

に
関
し
て
は
地
方
公
共
団
体
の
長
と

し
て
の
論
評
は
控
え
た
い
。

国
民
の
基
礎
的
な
食
糧
で
あ
る
米

は
、
圏
内
自
給
が
基
本
原
別
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
六
月
議
会
で
米

の
市
場
開
放
阻
止
を
は
じ
め
水
田
農

業
の
確
立
、
食
管
制
度
の
基
本
堅
持

に
つ
い
て
の
意
見
書
が
決
議
さ
れ
、

内
閣
総
理
大
臣
は
じ
め
関
係
省
庁
に

提
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
も
、
各
市
町
村
お
よ
び
農
業

団
体
等
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
米

の
輸
入
自
由
化
反
対
運
動
を
強
力
に

進
め
て
い
き
た
い
。
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一的
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船
E

時

は

創
A
報

車
通

の

色

却

し
緊

‘
』
ソ暮人

高
齢
者
福
祉
の
充
実

に
つ
い
て

間

①

ホ

l
ム
へ
ル
パ
!
派
遣
事
業

に
つ
い
て
、
へ
ル
パ
!
の
増
員
計
画

待
遇
改
善
、
専
門
職
と
し
て
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

②
一
人
暮
ら
し
の
老
人
世
帯
に
対
す

る
シ
ル
バ
ー
ペ
ン
ダ
ン
ト
(
緊
急
通

報
装
置
)
の
設
置
状
況
は
ど
う
か
。

①
健
康
保
険
の
適
用
か
ら
除
か
れ
て

い
る
老
人
性
白
内
障
の
眼
内
レ
ン
ズ

手
術
に
助
成
で
き
な
い
か
。

筈
①
平
成
二
年
に
国
が
策
定
し
た

高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
カ
年
戦
略

の
基
本
は
在
宅
福
祉
対
策
で
、
そ
の

中
で
も
特
に
ホ

l
ム
へ
ル
パ

l
の
増

員
・
待
遇
改
善
を
掲
げ
て
い
る
。

こ
の
理
念
に
基
づ
き
国
・
県
の
方

針
に
準
拠
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
く
。

②
病
気
や
災
害
の
緊
急
時
に
適
切
な

対
応
を
す
る
た
め
、
本
年
度
か
ら
設

置
を
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
は
、
年
次
計
画
に
よ
っ
て
早

い
時
期
に
全
対
象
世
帯
に
設
置
す
る
。

①
他
市
の
実
施
状
況
を
把
握
し
な
が

ら
、
今
後
前
向
き
に
検
討
す
る
。

地
方
公
務
員
の
完
全
週
休

一
一
日
制
の
実
施
に
つ
い
て

間
公
務
員
の
完
全
週
休
二
日
制
の

実
施
は
国
際
的
公
約
で
も
あ
り
、
人

事
院
も
早
期
に
実
施
す
べ
き
と
勧
告

し
て
い
る
。
当
市
に
お
い
て
も
勤
労

者
全
体
の
労
働
時
間
短
縮
を
進
め
る

た
め
に
必
要
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。

筈
完
全
週
休
二
日
制
の
実
施
は
、

単
に
労
働
時
聞
の
短
縮
だ
け
の
問
題

に
と
ど
ま
ら
ず
、
職
員
の
健
康
管
理

地
域
活
動
へ
の
参
加
、
心
身
の
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ
等
に
大
い
に
有
効
で
あ
り

必
要
と
考
え
て
い
る
の
で
、
国
・
県

の
実
施
状
況
や
他
市
町
村
の
状
況
を

見
て
積
極
的
に
対
応
し
て
い
く
。

下
庄
北
部
総
合
検
討

委
員
会
に
つ
い
て

問
将
来
、
中
部
縦
貫
自
動
車
道
を

は
じ
め
国
道
一
五
七
号
線
、
東
縦
貫

線
、
環
境
衛
生
施
設
等
、
大
規
模
な

公
共
事
業
の
建
設
が
集
中
す
る
こ
の

地
域
の
開
発
の
た
め
、
庁
内
組
織
と

し
て
の
「
下
庄
北
部
総
合
検
討
委
員

会
」
を
設
置
し
た
が
、
そ
の
後
の
進

行
状
況
は
ど
う
か
。

答

下

庄

地

区
の
北
部
に
大
型
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
そ

の
開
発
計
画
を
検
討
す
る
た
め
、
こ

の
委
員
会
に
環
境
部
会
と
道
路
部
会

の
二
つ
の
専
門
部
会
を
設
け
、
そ
れ

ぞ
れ
に
建
設
省
や
県
の
担
当
者
と
も

協
議
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
施
設
の
設
置
場
所
や
道

路
の
ル

l
ト
な
ど
に
つ
い
て
委
員
会

と
し
て
の
方
向
を
打
ち
出
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
地
元
議
員
や
関
係
集
落
に

説
明
に
入
っ
て
い
る
。

今
後
、
さ
ら
に
地
元
の
要
望
も
い

れ
て
進
め
て
い
く
。

水
資
源
に
つ
い
て

問
阪
谷
地
域
の
ほ
と
ん
ど
は
、
飲

料
水
は
浅
井
戸
に
頼
り
、
生
活
用
水

は
表
流
水
を
利
用
し
て
い
る
が
、
近

年
水
利
用
の
増
大
に
よ
り
水
枯
れ
が

し
ば
し
ば
起
き
て
お
り
、
根
本
的
な

対
策
が
必
要
と
思
う
が
、
市
の
考
え

方
は
ど
う
か
。

答
阪
谷
地
域
の
生
活
用
水
や
農
業

用
水
が
、
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
今
後
の
観

光
開
発
や
産
業
活
動
の
進
展
に
伴
う

水
利
用
の
増
大
を
予
想
し
て
、
こ
れ

ま
で
県
を
は
じ
め
関
係
行
政
機
関
に

対
し
て
大
型
砂
防
ダ
ム
や
小
規
模
生

活
ダ
ム
の
建
設
を
要
望
し
て
き
た
が

適
地
が
な
い
こ
と
も
あ
り
解
決
で
き

な
か
っ
た
。
市
と
し
て
は
、
阪
谷
全

地
域
の
水
利
用
の
実
態
把
握
、
水
量

等
の
調
査
を
来
年
度
よ
り
市
単
独
で

実
施
し
た
い
。

行
政
改
革
に
つ
い
て

問
①
市
長
の
激
務
の
緩
和
と
い
う

点
か
ら
も
工
事
の
発
注
に
か
か
る
課

長
の
決
裁
額
を
現
在
の
百
万
円
か
ら

三
百
万
円
に
、
助
役
の
三
百
万
円
を

五
百
万
円
に
引
き
上
げ
て
は
ど
う
か
。

②
職
員
が
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き

る
適
材
適
所
の
配
置
と
能
力
優
先
人

事
が
で
き
な
い
か
。

①
課
長
補
佐
級
へ
の
昇
進
の
登
竜
門

と
し
て
公
民
館
勤
務
を
さ
せ
て
は
。

④
計
画
立
案
し
て
も
実
施
を
他
課
に

頼
る
の
で
は
無
理
な
点
が
あ
る
の
で

企
画
開
発
課
を
助
役
直
属
に
す
る
考

え
は
な
い
か
。

答
①
現
在
、
行
政
の
内
部
で
こ
こ

一
、
二
年
の
聞
に
改
定
す
べ
く
検
討

中
で
あ
る
。

①
人
事
異
動
は
職
員
個
々
の
能
力
を

確
か
め
な
が
ら
配
置
し
て
い
る
。

専
門
的
知
識
を
持
つ
職
員
は
ず
っ

と
閉
じ
職
場
で
い
い
の
か
、
と
い
う

点
も
含
め
、
幅
広
く
対
応
で
き
る
職

員
の
養
成
に
配
慮
し
な
が
ら
来
年
の

人
事
を
考
え
た
い
。

①
公
民
館
職
員
の
配
置
に
つ
い
て
は

ま
ず
職
員
が
直
接
住
民
と
対
話
で
き

る
こ
と
か
ら
始
ま
る
と
い
う
考
え
方

で
配
置
し
て
き
た
こ
と
も
あ
る
が
、

今
後
、
こ
の
意
見
も
配
慮
し
て
人
事

異
動
を
考
え
て
い
く
。

①
市
の
組
織
図
で
示
し
て
い
る
と
お

り
、
各
課
に
お
け
る
意
志
は
助
役
を

通
じ
て
市
長
に
直
結
し
、
市
長
の
決

定
に
よ
り
各
課
が
動
く
と
い
う
の
が

組
織
で
、
従
来
の
例
か
ら
も
助
役
直

属
と
す
る
こ
と
は
困
難
と
考
え
る
。

( 4 ) 
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外
国
人
技
能
実
習
制
度

に
つ
い
て

問
固
め
臨
時
行
革
審
第
二
次
報
告

の
中
で
、
外
国
人
技
能
実
習
制
度
の

創
設
を
提
言
し
て
い
る
が
、
他
市
に

先
が
け
て
近
畿
通
産
局
関
西
研
修
セ

ン
タ
ー
の
出
先
機
関
と
し
て
の
研
修

所
の
設
置
を
要
望
で
き
な
い
か
。

筈
当
市
に
お
い
て
も
、
平
成
二
年

度
か
ら
産
業
界
が
中
心
に
な
っ
て
中

国
遼
陽
市
と
の
交
流
事
業
の
実
施
、

外
国
人
研
修
生
の
受
入
れ
問
題
が
関

心
事
と
な
っ
て
い
る
。

市
と
し
て
は
現
在
、
外
国
人
研
修

問
題
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
を
調

査
研
究
す
る
た
め
、
本
年
度
、
大
野

商
工
会
議
所
に
外
国
人
雇
用
問
題
調

査
研
究
事
業
を
委
託
し
て
お
り
、
本

年
末
に
は
そ
の
報
告
が
あ
る
予
定
で

あ
る
。提

言
の
研
修
所
設
置
に
つ
い
て
は

検
討
す
る
。

リ
ゾ
ー
ト
開
発
の

今
後
の
見
通
し
に
つ
い
て

問
昭
和
六
十
二
年
に
構
想
づ
く
り

が
始
ま
っ
て
か
ら
す
で
に
五
年
を
経

過
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
企

業
が
決
ま
っ
て
い
な
い
と
聞
く
が
、

現
在
の
状
況
と
今
後
の
見
通
し
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

筈
昭
和
六
十
二
年
五
月
に
総
合
保

養
地
整
備
促
進
法
(
リ
ゾ
ー
ト
法
)

が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
福

井
県
で
は
奥
越
高
原
リ
ゾ
ー
ト
構
想

を
打
ち
出
し
、
平
成
二
年
五
月
に
国

の
承
認
を
受
け
た
。

市
に
お
い
て
は
大
野
市
総
合
リ
ゾ
ー

ト
開
発
協
議
会
を
設
置
し
て
当
市
の

豊
か
な
自
然
、
資
源
を
生
か
し
た
人

間
性
回
復
の
場
と
し
て
の
通
年
滞
在

型
の
総
合
リ
ゾ
ー
ト
地
と
し
て
整
備

を
目
指
し
て
き
た
。

し
か
し
、
当
初
予
定
し
て
い
た
企

業
と
の
協
議
が
困
難
と
な
り
、
昨
年

夏
ご
ろ
か
ら
新
た
な
企
業
と
接
触
し

て
い
る
。

こ
の
企
業
で
は
六
呂
師
高
原
の
現

地
調
査
を
行
い
魅
力
の
あ
る
ク
ラ
ス

タ
!
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
今
後
は

地
元
と
協
議
し
、
県
有
施
設
、
地
元

の
施
設
等
と
共
存
共
栄
の
中
で
良
い

リ
ゾ
ー
ト
計
画
を
進
め
る
べ
く
現
在

検
討
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

圏直圃圃

監査委員(知識選出)の選任に同意

一氏 (69歳)

(泉町 16-12)
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病
院
問
題
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
か

問
①
議
会
の
た
ぴ
ご
と
に
、
病
院

誘
致
に
つ
い
て
区
長
会
等
か
ら
陳
情

が
出
て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
県

に
対
し
て
働
き
か
け
を
し
て
い
る
形

跡
が
な
い
が
、
ど
、
つ
な
っ
て
い
る
か
。

②
市
民
の
悲
願
を
ど
う
受
け
止
め
て

い
る
の
か
。

①
八
方
ふ
さ
が
り
が
事
実
で
あ
れ
ば

民
間
病
院
誘
致
へ
の
転
換
も
前
向
き

に
検
討
す
る
時
期
で
は
な
い
か
。

答
①
昨
年
の
九
月
議
会
が
終
っ
た

早
々
に
県
に
出
向
き
、
知
事
を
は
じ

め
副
知
事
、
厚
生
部
長
に
も
強
く
要

請
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
師
会
等
関

係
機
関
と
も
協
議
し
て
い
る
。

①
総
合
的
な
医
療
機
関
の
建
設
は
、

三
十
年
来
の
切
な
る
願
い
で
あ
り
、

そ
の
間
議
会
を
は
じ
め
医
師
会
等
市

民
の
各
位
か
ら
大
変
な
力
添
え
を
得

て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
進
展
を
見
ず

心
配
を
掛
け
て
い
る
。
特
に
公
的
医

療
機
関
を
目
指
す
理
由
は
信
頼
度
が

高
く
、
ま
た
高
度
な
医
療
機
器
・
技

術
を
期
待
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

①
民
間
病
院
誘
致
も
考
え
た
ら
ど
う

か
と
い
う
提
言
ロ
で
あ
る
が
、
県
の
医

療
計
画
を
十
分
尊
重
し
、
奥
越
医
療

圏
で
あ
る
と
の
認
識
の
上
に
立
っ
て

今
後
も
公
的
な
医
療
機
関
の
誘
致
に

精
力
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
基
本
と

考
え
て
い
る
。

一
市
道
の
認
定
及
び
拡
幅

請
願
九
号
一

-
に
つ
い
て

七
板
区
長

-E

中
兼
惣
右
衛
門
外
二
名
一
主

一
福
井
県
下
清
掃
業
者
に
許
一
福
井
県
環
境
保
全
協
会

陳
情
十
九
号
一
削
釘
仰
町
許
制
岳
山
地
峨
一
会
長

.

て

安

達

一
市
道
の
拡
幅
及
び
水
路

陳
情
二
十
号
一

一
等
の
改
良
に
つ
い
て

陳

情
一
十
一
号

防
犯
灯
に
係
る
電
気
料

の
補
助
及
び
設
置
に
つ

い
て

陳
情
一
市
立
集
会
所
の
建
設

一
十
二
号
一
に
つ
い
て

陳

情
一
十
三
号

冗
町
駐
車
場
に
つ
い
て

陳

情

-

一
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て

一
十
四
号
一

陳
情
一
農
道
舗
装
事
業
の
要
望

一
十
五
号
一
に
つ
い
て

陳

情

尚

徳

中

学

校

運

動

場

の

一
十
七
号
一
整
備
に
つ
い
て

継
続
分
一
新
町
区
の
集
会
所
建
設

請
願
五
号
一
に
つ
い
て

車

東
山
区
長

本

多

秀

男

大
野
市
区
長
連
合
会

会
長影

路
昭
治

若
呈
区
長

南
部

治

外
五
名
一
採 採
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青
年
会
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建
設
と
公
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陳
情
十
号
一
施
設
の
利
用
時
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延
長
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つ
い
て

一
市
立
集
会
所
の
建
設
に

陳
情
十
三
号
一

-
つ
い
て

』
上
五
条
方
公
民
館
の
改

陳
情
十
六
号
一

一
築
に
つ
い
て

新
町
区
長

山
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外
五
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ゴ
ミ
行
政
の
取
組
み
に
新

し
い
廃
棄
物
法
案
を
ど
う

組
み
込
ん
で
い
く
の
か

問
①
市
の
、
大
型
ゴ
ミ
破
砕
選
別

機
の
導
入
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
ど

、「
ノカ

①
生
ゴ
ミ
ホ

i
ム
コ
ン
ポ
の
購
入
に

つ
い
て
も
う
一
度
助
成
で
き
な
い
か
。

①
市
民
の
リ
サ
イ
ク
ル
運
動
を
中
心

に
、
ゴ
ミ
の
五
分
別
収
集
を
行
政
・

企
業
・
住
民
団
体
、
特
に
女
性
の
団

体
を
入
れ
た
組
織
づ
く
り
が
考
え
ら

れ
な
い
か
。

答
①
現
在
、
粗
大
ゴ
ミ
は
本
格
的

な
収
集
は
し
て
い
な
い
が
、
年
々
排

出
量
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
こ
れ
ま

で
の
処
理
体
系
で
は
最
終
埋
立
処
分

地
の
確
保
が
難
し
い
。

そ
の
た
め
、
可

能
な
限
り
資
源
物

を
回
収
す
る
と
と

も
に
、
可
燃
物
を

焼
却
し
、
破
砕
選

別
機
に
よ
り
減
量

化
を
図
り
、
埋
立

処
分
地
の
延
命
と

埋
立
物
の
流
土
を

均
一
化
し
、
埋
立

地
の
安
定
化
を
図

る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

②
市
民
か
ら
の
要

望
が
多
け
れ
ば
検

討
す
る
。

①
今
年
八
月
に
始
め
た
資
源
有
効
利

用
促
進
事
業
に
登
録
の
あ
っ
た
の
は

六
十
七
団
体
で
、
さ
ら
に
周
知
を
図

り
、
リ
サ
イ
ク
ル
運
動
向
参
画
団
体

を
増
や
し
て
い
き
た
い
。

建
設
工
事
の
入
札
制
度

に
つ
い
て

問
行
政
不
信
の
原
因
の
一
端
に
は

指
名
競
争
入
札
制
度
の
あ
り
方
に
問

題
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
次
の
三
点

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

①
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七

条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
入
札
参
加

者
の
必
要
資
格
要
件
の
調
査
や
そ
の

公
示
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。

②
資
格
を
定
め
る
格
付
要
綱
、
業
者

を
選
定
す
る
資
格
選
定
要
綱
は
あ
る

の
か
。

①
指
名
入
札
の
業
者
選
定
は
現
在
ど

の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
。

答

①
従
来
は
県
の
定
め
に
準
じ
て

行
っ
て
き
た
が
、
平
成
三
年
十
月
二

十
五
日
に
、
市
が
発
注
す
る
建
設
工

事
や
工
事
に
係
る
測
量
調
査
お
よ
び

設
計
の
一
般
競
争
入
札
ま
た
は
指
名

競
争
入
札
に
参
加
す
る
も
の
に
必
要

な
事
項
を
定
め
て
告
示
し
、
建
設
工

業
新
聞
に
そ
の
全
文
を
掲
載
し
た
。

②
昭
和
五
十
九
年
四
月
に
「
大
野
市

建
設
工
事
参
加
者
選
定
要
項
」
を
定

め
、
業
者
等
を
行
種
別
に
分
類
し
、

工
事
額
に
対
応
し
て
指
名
に
参
加
す

る
業
者
数
等
を
規
定
し
て
い
る
。

要
請
が
あ
れ
ば
、
指
名
要
綱
な
ら

び
に
格
付
要
綱
は
公
表
す
る
が
、
個

人
ご
と
の
格
付
け
に
つ
い
て
は
公
表

で
き
な
い
。

①
「
大
野
市
建
設
工
事
等
指
名
業
者

選
定
委
員
会
規
程
」
に
基
づ
き
、
関

係
課
長
八
名
で
構
成
す
る
指
名
委
員

会
で
選
定
し
て
い
る
。

乳
幼
児
医
療
の
無
料
化

に
つ
い
て

問
現
在
、
一
歳
未
満
の
乳
児
を
対

象
に
医
療
費
の
無
料
化
を
実
施
し
て

い
る
が
、
医
者
に
か
か
る
率
の
高
い

一
歳
児
、
二
歳
児
ま
で
対
象
を
広
げ

ら
れ
な
い
か
。

ま
た
、
償
還
払
い
で
は
な
く
病
院

の
窓
口
で
無
料
に
な
る
よ
う
、
給
付

方
法
を
改
善
で
き
な
い
か
。

筈
今
後
、
他
市
町
村
の
状
況
等
を

十
分
参
考
に
し
て
検
討
し
た
い
。

医
療
費
の
窓
口
支
払
は
、

重
度
医

療
の
無
料
化
と
の
関
連
も
あ
り
、
ま

た
医
療
機
関
等
の
協
力
が
不
可
欠
で

あ
る
の
で
、
今
後
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関

に
要
請
し
て
い
き
た
い。

七
問
・
寺
町
・
石
燈
範
石

畳
舗
装
後
の
景
観
保
全
に

つ
い
て

問
七
開
通
り
や
寺
町
通
り
の
街
並

み
は
、
旧
家
も
多
く
残

っ
て
お
り
、

か
も

大
野
独
特
の
伝
統
文
化
を
醸
し
出
し

て
い
る
。

街
並
み
の
景
観
を
保
全
す
る
建
物

に
対
し
て
も
補
助
金
制
度
を
考
え
ら

れ
な
い
か
。

答
景
観
の
保
全
に
は
行
政
と
住
民

と
の
合
意
に
基
づ
く
一
体
化
し
た
企

画
が
必
要
で
あ
る
。
実
施
に
当
た
っ

て
は
、
都
市
景
観
条
例
や
設
定
地
域

で
の
建
築
協
定
・
緑
化
協
定
等
を
制

定
し
て
い
く
こ
と
が
よ
い
と
考
え
て

い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
住
民
に
か

な
り
の
制
約
を
強

い
る
こ
と
に
な
り

一
方
的
に
決
め
る

こ
と
は
問
題
が
あ

る
の
で
、
今
後
住

民
と
と
も
に
考
え

な
が
ら
前
進
さ
せ

た
い
。

第258固 11月臨時市識会

一般会計補正予算

など 3件を可決

エ
キ
サ
イ
ト
総
合
体
育
館

の
利
用
状
況
に
つ
い
て

問

今

春

オ

ー
プ
ン
し
た
エ
キ
サ
イ

ト
広
場
総
合
体
育
施
設
の
利
用
状
況

に
つ
い
て
、

①
施
設
別
の
利
用
人
員
は

①
当
初
の
予
定
数
と
の
比
較
分
析

①
利
用
者
に
不
均
衡
は
な
い
か

答
本
年
四
月
に
供
用
開
始
し
て
か

ら
十
一
月
末
ま
で
の
利
用
状
況
は
、

①
体

育

館

二

ハ

，

七

二
三
人

弓

道

場

三

，

七

一

三

人

柔

道

場

六

三

八

人

相

撲

場

六

九

五

人

剣

道

場

ニ

，

四

三

五

人

そ

の

他

七

，

七

七

七

人

合

計

=

二

，

九

八

一
人

月

平

均

約

四

，
O
O
O人

①
当
初
の
月
平
均
三
千
人
の
予
測
を

上
回
っ
た
。

③
当
施
設
は
専
用
施
設
で
、
施
設
聞

の
利
用
者
に
バ
ラ
ツ
キ
は
あ
る
も
の

の
不
均
衡
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

( 6 ) 

去る刊月5目、第258回

臨時市議会ガ開かれ、台風

19号で被害を被つ芝公共施

設の修繕に伴う一般会計補

正予算と農業集落排水事業

(南六呂師・下唯野〉の工

事請負契約の三議案を原案

どおり可決しまし疋。



平
成
一

「
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算
を
認
定

一
年
度

第
二
百
五
十
九
回
十
二
月
定
例
会
の
初
日
に
、
前
回
か
ら
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
だ
「
議

案
第
五
十
七
号
平
成
二
年
度
大
野
市
歳
入
歳
出
決
算
認
定
に
つ
い
て
」
「
議
案
第
五
十
八
号

平
成
二
年
度
大
野
市
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定
に
つ
い
て
」
の
二
議
案
に
つ
い
て
決
算
特
別

委
員
長
よ
り
審
査
結
果
の
報
告
ガ
あ
り
、
い
ず
れ
も
委
員
長
報
告
の
と
お
り
認
定
し
ま
し
だ
。

委
員
会
で
の
意
見
・
要
望
は
次
の
と
お
り
で
す
。

-
決
算
の
あ
り
方

決
算
特
別
委
員
会
は
、
十
月
二
十

九
日
か
ら
十
一
月
八
日
ま
で
、
延
べ

八
日
間
に
わ
た
り
、
各
会
計
決
算
に

つ
い
て
審
査
し
た
。

各
課
に
お
い
て
も
決
算
内
容
を
十

分
把
握
・
検
討
し
、
次
年
度
以
降
の

予
算
執
行
に
生
か
す
こ
と
を
心
掛
け

る
べ
き
で
あ
る
。

-
収
入
の
確
保
に
つ
い
て

市
税
の
徴
収
率
は
、
前
年
度
よ
り

0
・
五
ポ
イ
ン
ト
の
微
増
で
あ
る
が

市
税
は
自
主
財
源
の
大
半
を
占
め
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
一
層
、
納

税
意
識
の
高
揚
・
啓
発
に
努
力
す
べ

き
で
あ
る
。

ま
た
、
不
能
欠
損
処
分
に
つ
い
て

は
、
い
た
ず
ら
に
時
効
を
待
つ
の
で

は
な
く
、
時
効
中
断
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
滞
納

者
に
つ
い
て
は
滞
納
理
由
別
の
リ
ス

ト
を
作
成
し
、
事
情
に
即
し
た
対
応

を
図
る
な
ど
し
て
、
収
入
確
保
に
当

た
る
べ
き
で
あ
る
。

-
各
種
委
員
会
等
に
つ
い
て

広
く
民
意
を
反
映
す
る
た
め
の
各

種
委
員
会
や
審
議
会
等
の
開
催
が
全

体
的
に
計
画
よ
り
少
な
か
っ
た
り
、

一
度
も
開
催
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も

あ
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

実
態
と
し
て
、
機
能
を
果
た
さ
な

い
委
員
会
等
の
存
続
や
予
算
付
け
に

は
問
題
が
あ
る
の
で
、
十
分
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。

-
休
日
急
患
診
療
所
の
充
実

でて あ 診い
あ看特る療現総
る護に 。所実合
。婦人 のを病
の的 充考院
増面 笑え の
員に ・た誘
がお 撃場数
ぜ け 備合が
ひる は 、ま
と充 不休ま
も実 可日な
必と 欠 急ら
要し で患な

-
各
種
団
体
へ
の
補
助
金
に

つ
い
て

各
種
団
体
へ
の
補
助
金
の
額
が
、

こ
こ
数
年
に
わ
た
っ
て
据
え
置
き
に

な
っ
て
い
る
ケ

l
ス
が
多
く
見
受
け

ら
れ
る
。
早
急
に
そ
の
内
容
を
分
析

し
て
、
こ
の
増
額
や
廃
止
も
含
め
た

思
い
切
っ
た
見
直
し
を
検
討
す
べ
き

で
あ
る
。

円)

会計区分 予算現額 歳入決算額 歳出決算額 差引残額

一 般 ~ 三 計 13，851.630.00。 13.933.010.147 13.519.099.119 413.911.028 

特国民健康保険事業 2，174.904，00。 2，291，712.765 2.154.612.578 137.100.187 
別会計

老人保健特別会計 2，404.221.00。 2.397.692.619 2.367.325.864 30，303，755 

特簡易水道事業 55.654.000 53.887.437 47，961，439 5，925.998 別会計

南部第二土地区 画 213.531.000 219.390，560 210.660.607 8.729.953 
整理事業特別会計

農特業集落排水事業 268.603，000 265.992，627 265.992，627 。
別会計

メ口弘、 計 18.968.543.000 19.161.623，155 18.565，652.234 595.970.921 

(単位
平成二年度大野市各会計決算総括表

水道事業費用
(消費税含まず)

水道事業収益
(消費税含まず)

予定額
(消費税含む)

額残号|差分区計A z: 

。

( 7 ) 

111.139.755 111.139.755 122.793.000 水道事業会計
(収 益 費 用)



-
建
叡
常
任
蜜
員
会

O
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て

「
陳
情
二
十
三
号
元
町
駐
車
場

(
旧
大
野
郵
便
局
跡
地
)
に
つ
い
て
」

は
、
現
有
地
の
狭
い
敷
地
内
に
名
水

公
園
や
駐
車
場
等
を
造
る
の
で
な
く

隣
接
地
を
確
保
し
て
拡
張
を
し
て
か

ら
、
地
元
の
意
見
・
要
望
を
取
り
入

れ
な
が
ら
、
将
来
を
見
通
し
た
整
備

計
画
を
立
て
る
べ
き
と
の
こ
と
で
、

継
続
審
査
と
し
た
。

お組関部路銘銘喜平

「
議
願
八
号
上
庄
地
区
幹
線
市

道
取
り
付
け
道
路
設
置
に
つ
い
て
」

は
、
東
中
地
係
か
ら
こ
ぶ
し
通
り
へ

の
進
入
道
路
を
設
置
し
て
ほ
し
い
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
用
地
確
保
が
難

し
い
中
で
の
請
顕
で
あ
り
、
問
題
解

決
の
た
め
、
地
元
住
民
と
積
極
的
な

協
議
を
重
ね
、
同
意
が
得
ら
れ
る
ま

で
の
問
、
継
続
審
査
と
し
た
。

-
教
育
民
生
常
任
委
員
会

O
し
原
処
理
場
用
地
確
保
に
つ
い
て

現
在
の
し
尿
処
理
場
は
老
朽
化
が

著
し
く
、
早
急
に
改
修
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。

市
は
公
共
下
水
道
の
終
末
処
理
場

と
閉
じ
場
所
で
の
建
設
を
目
指
し
て
、

用
地
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
施
設
の
一
日
も
早
い
完

成
を
目
指
す
た
め
に
は
、
も
っ
と
積

極
的
に
地
元
に
足
を
運
ん
で
、
そ
の

熱
意
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
の

意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

O
大
型
破
砕
施
設
に
つ
い
て

当
委
員
会
で
は
他
市
の
大
型
破
枠

施
設
を
見
学
し
た
が
、
そ
こ
で
の
施

設
は
、
粗
大
ゴ
ミ
を
含
め
た
あ
ら
ゆ

る
ゴ
ミ
を
同
時
に
投
入
し
、
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
類
と
ア
ル
ミ
類
に
つ
い
て
は

静
電
気
で
分
別
す
る
方
式
に
な
っ
て

い
る
が
、
分
別
状
態
が
悪
く
、
再
資

源
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

大
型
破
砕
機
の
導
入
を
図
る
前
に

全
市
的
な
ゴ
ミ
の
回
収
方
法
を
再
度

検
討
し
、
可
燃
物
・
粗
大
ゴ
ミ
・
資

源
ゴ
ミ
等
を
あ
る
程
度
分
類
さ
れ
た

状
態
で
処
理
で
き
れ
ば
、
高
額
な
大

型
破
砕
機
を
導
入
し
な
く
て
も
、
ゴ

ミ
の
再
資
源
化
が
十
分
行
、
え
る
と
同

時
に
、
最
終
処
分
地
の
延
命
化
も
図

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
の
職
員
の
研
修
や
市
民

へ
の

P
R
、
啓
発
活
動
を
行
う
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

O
公
害
防
止
協
定
に
つ
い
て

環
境
保
全
対
策
審
議
会
よ
り
答
申

の
あ
っ
た
公
害
防
止
協
定
は
全
体
的

な
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
個
々
の
企

業
と
結
ぶ
場
合
に
は
よ
り
強
化
さ
れ

た
も
の
に
な
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た

が
、
こ
の
協
定
は
当
市
の
市
民
の
健

康
を
守
る
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
内
容
的
に

規
制
が
緩
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
当

委
員
会
と
し
て
の
意
見
を
公
害
防
止

協
定
に
盛
り
込
む
よ
う
、
理
事
者
に

提
示
し
た
。

ま
た
、
当
市
の
環
境
保
全
条
例
は

す
で
に
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
多

く
出
て
き
て
い
る
。
飲
料
水
を
地
下

水
に
頼
っ
て
い
る
現
状
を
考
え
る
な

ら
ば
、
県
の
条
例
を
上
回
る
数
値
に

よ
る
規
制
値
を
条
例
で
規
定
で
き
な

い
か
。
自
治
省
・
県
等
と
も
十
分
に

協
議
し
て
、
遅
く
と
も
六
月
議
会
ま

で
に
は
そ
の
改
正
を
行
う
よ
う
に
と

の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

O
陳
情
に
つ
い
て

「
陳
情
十
九
号

福
井
県
下
清
掃

業
者
に
許
可
さ
れ
て
い
る
し
尿
汲
取

料
金
の
値
上
改
正
に
つ
い
て
」
は
、

し
尿
汲
取
り
料
金
の
値
上
げ
許
可
を

求
め
る
も
の
だ
が
、
そ
の
値
上
げ
幅

が
大
き
す
ぎ
る
こ
と
か
ら
、
県
下
各

市
の
対
応
を
み
て
判
断
す
べ
き
で
あ

る
と
の
こ
と
で
継
続
審
査
と
し
た
。

ま
た
前
回
よ
り
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
た
「
陳
情
十
号
青
年
会
館
建

設
と
公
共
施
設
の
利
用
時
聞
の
延
長

に
つ
い
て
」
は
、
今
回
さ
ら
に
青
年

連
絡
会
が
多
数
の
署
名
を
集
め
追
加

提
出
し
て
い
る
。

し
か
し
、
自
主
管
理
の
要
望
に
つ

い
て
は
、
完
全
に
管
理
を
任
せ
る
こ

と
に
は
問
題
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
施

設
で
は
、
バ
ン
ド
等
の
練
習
や
看
板

作
り
を
行
う
な
ど
、
騒
音
が
伴
う
こ

と
が
考
え
ら
れ
、
建
設
場
所
の
確
保

に
は
困
難
が
予
想
さ
れ
る
。

既
存
の
施
設
を
利
用
す
る
に
し
て

も
、
周
辺
地
域
へ
の
迷
惑
が
及
ば
な

い
よ
う
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
何

と
か
担
当
課
で
善
処
で
き
る
方
策
を

検
討
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、

再
度
継
続
審
査
と
し
た
。

-
総
濁
常
任
委
員
会

O
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て

「
陳
情
二
十
一
号
防
犯
灯
に
係

る
電
気
料
の
補
助
及
び
設
置
に
つ
い

て
」
は
、
防
犯
灯
、
街
路
灯
、
商
唐

街
に
お
け
る
広
告
灯
な
ど
の
区
分
が

難
し
い
の
で
、
さ
ら
に
実
態
を
調
査

し
て
、
管
理
体
制
の
あ
り
方
、
受
益

者
負
担
区
分
の
明
確
化
等
、
防
犯
灯

に
関
す
る
補
助
基
準
案
を
、
来
年
九

月
こ
ろ
を
目
途
に
作
成
す
る
よ
う
求

め
そ
の
問
、
継
続
審
査
と
す
る
こ
と

〉』

1
ν
h
~
。

継
続
審
査
で
あ
る
「
請
願
五
号

新
町
区
の
集
会
所
建
設
に
つ
い
て
」

は
、
す
で
に
当
区
域
内
に
市
立
中
荒

井
集
会
所
が
あ
り
、
今
後
当
区
域
内

で
の
市
立
集
会
所
の
建
設
計
画
は
考

え
ら
れ
な
い
と
の
理
事
者
の
回
答
も

あ
り
、
不
採
択
と
す
る
こ
と
に
意
見

の
一
致
を
み
た
。

( 8 ) 

-
総
合
病
院
対
策
特
別
蜜
員
会

前
回
か
ら
継
続
審
査
と
な
っ
て
い

た
「
陳
情
九
号
大
野
総
合
病
院
の

誘
致
の
可
否
に
対
す
る
知
事
へ
の
具

申
に
つ
い
て
」
は
、
理
事
者
が
こ
れ

ま
で
言
明
し
て
い
る
公
的
病
院
誘
致

の
経
過
を
も
う
し
ば
ら
く
見
る
必
要

が
あ
る
と
の
こ
と
か
ら
、
全
会
一
致

で
再
度
、
継
続
審
査
と
し
た
。

も
と
も
と
総
合
病
院
の
早
期
建
設

は
市
民
の
切
実
な
顧
い
で
あ
り
、
進

展
し
て
い
な
い
状
況
は
、
政
治
不
信

に
も
つ
な
が
る
の
で
、
早
急
に
具
体

的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
よ
う
理

事
者
に
対
し
強
く
対
応
を
求
め
た
。


